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▲開会 午後３時５４分 

○水代会長 それでは、ただ今から令和６年第９回流山市農業委員会総会を開会いた

します。 

ただいまのところ出席委員は１２名中１１名で定足数に達しておりますので、会議は

成立していることを報告いたします。 

また、農地利用最適化推進委員より４名出席していることを、報告いたします。 

なお、５番 鈴木委員から欠席の旨届出がありましたので、報告いたします。 

次に、本日の総会の議事録署名委員の指名を行います。 

流山市農業委員会会議規則第１４条第１項に規定する議事録署名委員ですが、議

長から指名させていただくことに異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○水代会長 異議なしと認めます。 

１０番 岡田委員、１１番 山﨑委員を指名いたします。 

次に、会議書記の指名を行います。 

本日の会議の書記として、窪田主事を任命いたします。 

次に、本日の総会の議案につきまして、事務局より説明をお願いします。 

染谷次長。 

◎染谷次長 お手元に配布させていただきました議案書を２枚めくっていただき、この

議案書の「会議目次」を御覧ください。 

本日、御審議いただく案件につきましては、継続審議となっている議案第３１号「農

地法第５条の規定による許可申請（恒久転用）（県許可）」から、議案第４８号「農地

法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について」までの４議案について、

御審議いただきたいと思います。 

また、報告事項といたしましては、報告第２１号「生産緑地買取り申出による農業

従事者への斡旋について」から報告第２３号「専決処理の報告について」を報告させ

ていただきます。 

御説明は、以上です。 

よろしくお願い申し上げます。 

○水代会長 ただいまの説明について、何か質問ございますか。 

（なしの声あり） 

○水代会長 なしと認めます。 

これより議事に入ります。 

 

○水代会長 議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用）

（県許可）（継続審議）」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の１ページを御覧ください。 
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議案第３１号 

農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用）（県許可） 

（継続審議） 

次のとおり、許可申請があったので審議を求める。 

令和６年９月９日提出 

権利者は、東京都渋谷区に所在する法人ほか３社です。 

申請がありました土地は、桐ヶ谷・下花輪・南・上新宿新田・上貝塚・谷・北の農地

３７１筆 転用合計面積２０１，９６８.８１平方メートルです。 

この申請地の案内図と計画図につきましては、議案案内図の１ページと２ページに

ございますので、併せて御参照ください。 

権利の種類は所有権の移転で、転用目的は物流倉庫２棟とプールおよび附帯施

設を建設するものです。 

申請事由については、物流施設は現在インターネット通販の普及拡大により、大

型倉庫拠点の需要がさらに高まっていること、プールおよび附帯施設は、関東圏唯

一のウェーブプールを建設するため申請があったものです。 

次に申請地の農地区分について、前面のスクリーンで御説明いたします。 

申請地の大部分については、おおむね３００メートル以内に高速道路の出入り口

の基準点があることから、第３種農地と判断しました。 

申請地の北側一部と南側一部については、第３種農地に該当せず、規模が１０ヘ

クタール以上の一団の農地であることから第１種農地と判断しました。 

第３種農地は、一般基準において許可できない場合を除き、原則許可できること

となっております。 

第１種農地は、原則許可できないこととされておりますが、隣接地と一体で同一事

業を行うために、農地転用を行う場合で、第１種農地が開発面積に占める割合が 

１/３以下である場合は、例外的に許可できることとなっております。 

事業計画につきましては、建築面積約29,000平方メートルの地上4階建て倉庫

および建築面積約19,750平方メートルの地上4階建て倉庫並びに幅約220メート

ルのウェーブプールおよびその管理棟などの付帯施設を建築するものです。 

被害防除対策としては、雨水対策についてはそれぞれの敷地内に雨水浸透貯留

施設を設け、オリフィスにより流量を調整したのち、区域内に整備するボックスカル

バート水路に放流する計画です。 

また、この水路は区域内の地下に整備する調整池を経由して、既存の水路から今

上落川に接続する計画です。 

汚水については、合併浄化槽により処理後、雨水とともに放流する計画です。 

次に、資金計画についてですが、土地の購入費が５０億円、造成工事費が約５８億

円、建物等工事費が約２０５億円、合計約３１3億円です。 

これに伴う資金としては、自己資金が１２５億円、借入金が２００億円で、残高証明

書および融資に関する書類が添付されています。 
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他法令については、都市計画法の開発許可について申請済み、県の埋立条例の

許可についても申請済みです。 

本案については、先ほどの全員協議会で皆様に御審議していただき、許可相当と

なっていることを御報告いたします。 

御説明は、以上です。 

よろしくお願いいたします。 

○水代会長 ありがとうございました。 

なお、本案については、池田委員、鈴木委員、山﨑委員、森田推進委員に関する

案件でありますので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定により、関係

委員の退席を願い審議いたします。 

それでは、退席を求めます。 

（午後４時２分 池田委員、山﨑委員、森田推進委員退室、鈴木委員欠席） 

○水代会長 これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○水代会長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

本案について、事務局の説明のとおり許可相当とすることに賛成の方は挙手をお

願いいたします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第３１号については、許可相当とすることに決定いたしました。 

ありがとうございました。 

それでは、3名の除斥を解きます。 

（午後４時３分 池田委員、山﨑委員、森田推進委員入室、鈴木委員欠席） 

 

○水代会長 次に、議案第４６号「農地法第５条の規定による許可申請について（一時

転用）」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の２ページをお開きください。 

議案第４６号 

農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用） 

次のとおり、許可申請があったので審議を求める。 

令和６年９月９日提出 

今月の申請は１１件で、いずれも農地造成を伴う一時転用です。 

農地造成については、造成工事期間中農地として耕作ができないことから、一時

転用の許可申請が必要となるものです。 

一時転用許可の審査基準については、 
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・従来の農地より高い利用価値を有する農地に復元できること。 

・周辺農地の農業生産条件へ悪影響や導水路の分断を招く恐れがないこと。 

・農地造成の一時転用許可の期間は３年以内とすること。 

・埋め立て土量の確保の見込みがあること。 

・搬入される土砂の地質について、安全性が確保できること 

などが、基準とされています。 

始めに、議案の１番から７番については、権利者が同一のため一括して御説明い

たします。 

申請地は、西深井の田 合計３０筆 合計面積１３，２７８.２８平方メートルです。 

案内図と計画図については、議案案内図の３ページから６ページにございますの

で、併せて御参照ください。 

権利者は、野田市今上に所在する法人です。 

権利の種類は、使用貸借権の設定で、転用目的は土砂等の利用による農地造成

です。 

一時転用の期間は、令和９年１０月１９日までの３年間です。 

併せて、造成後は権利者が農地を取得する予定のため、この法人について御説

明をいたします。 

主な事業として、農産物の生産や加工、販売を目的に平成２７年５月に設立した法

人です。 

なお、農地を取得することになるため、営農計画や法人の定款等を提出してもら

い、農地取得に当たっての法人の要件に適合しているか確認しています。 

法人形態については、非公開の株式会社であり、要件を満たしております。 

主たる事業については、農産物の生産、加工、販売です。 

主な作物については、米、玉ねぎ、トマトです。 

法人の役員については、代表取締役が、農業に常時従事する計画です。 

続きまして、議案８番から１１番については、権利者が同一であり申請地が隣接し

ているため一括して御説明いたします。 

申請地は、前ヶ崎の田 合計５筆 合計面積８，０２９平方メートルです。 

案内図と計画図については、議案案内図の７ページから９ページにございますの

で併せて御参照ください。 

権利者については、柏市亀甲台に所在する法人です。 

権利の種類は使用貸借権の設定で、転用目的は土砂等の利用による農地造成で

す。 

御説明は、以上です。 

よろしくお願い申し上げます。 

○水代会長 本案について、担当委員会から審議結果について報告を求めます。 

山﨑委員長。 

〇山﨑委員長 議案第４６号「農地法第５条の規定による許可申請について（一時転
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用）」について御報告いたします。 

今月の案件は、一時転用で農地造成によるものが１１件です。 

始めに、１番から７番については、権利者が同一のため一括して御報告いたします。 

本案については、現地調査と権利者および義務者双方からヒアリングを行ってお

ります。 

申請地につきまして、前方の地図で御説明いたします。 

申請地は、東武線運河駅の西約２．２キロメートルに位置し、おおむね１０ヘクター

ル以上の一団の農地であるため、第１種農地と判断いたしました。 

権利の種類は使用貸借権の設定で、転用目的は建設発生土を利用した農地造

成です。 

一時転用の期間は、令和９年１０月１９日までの３年間です。 

権利者は、野田市今上に本店を置く法人で、平成２７年に設立されております。 

事業内容としては、農産物の生産・加工・販売を行っています。 

申請理由ですが、申請地は野田市南部土地改良区の区域内でありますが、現在

は休耕状態となっています。 

今後は、農業の収益性の観点からも、水田として継続利用が困難なため、農地を

埋め立て、畑として造成するため申請があったものです。 

農地造成後は、当該法人が農地法第３条で申請地を所有権移転し、栗・サツマイ

モの作付けを予定しており、当該法人から作付け誓約書・計画書が添付されていま

す。 

次に、前方の土地利用計画図で事業計画の概要について御説明いたします。 

埋立て面積は約１万３千平方メートル、土量については約３万４千立方メートルを

搬入するとのことです。 

土砂の搬出元は、東京都豊島区池袋の建設現場です。 

なお、土砂の安全性については、地質分析結果証明書および土砂発生元証明書

が添付されております。 

農地造成の方法については現況の表土を１メートルすき取り、場内に保管します。 

すき取った上部に、建設発生土を約２．３メートル埋め立て、その上に保管した現

況の表土１メートルを覆土する計画です。 

法面は３０度の安定勾配で突き固めるとともに、種子吹付を行い土砂の崩落を防

止します。 

また法面の上部は３０センチメートルの小堤を設けるとのことです。 

雨水については、全面敷地内浸透とし、隣接地との境界には３０センチメートルの

素掘りの水路を設ける計画です。 

次に、搬入ルートは、流山インターを出た後、南の丁字路から流山街道を北上し、

運河駅の前を通って、野田市山崎の交差点を西に進み、玉葉橋との交差点を南下

し搬入する計画です。 

次に、周辺農地所有者への説明状況についてですが、隣接農地の所有者に、農
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地造成を行い畑として効率的な耕作をする旨を説明したところ、特に意見はなかっ

たということでした。 

次に、他法令につきましては、千葉県の土砂等の埋立て条例に該当し、現在申請

中です。 

関係課との協議関係ですが、埋立て条例の事前協議の中で、道路や学校関係者

との協議、周辺住民への周知等協議があり、全て協議が整っているとのことで、協議

書および届出等が必要な項目については届出書等の写しが添付されております。 

また、野田市南部土地改良区からの意見書も添付されております。 

最後に、土地所有者に対しては、責務として、転用事業が行われている間は、違

反転用の発生を防止するため、埋立等事業計画に定められたとおり実施されている

かを定期的に把握するとともに、計画どおり実施していないとき、又はその恐れがあ

ることを知ったときは、直ちに事業を行う者に対し事業の中止および原状回復を求

めるとともに、その旨を農業委員会に通報するよう指導いたしました。 

しかしながら、権利者とのヒアリングの中で、転用行為に必要な経費および申請

者の農業経営面積について確認を要する事項があったため、農地造成を行うのに

必要な資力および信用についての判断が小委員会ではできない状況でした。 

そのため、資金関係や農業経営に関する書類を再提出いただいた上で、改めて

審議したほうが良いと判断し、全会一致をもって『継続審議』という結論に達しまし

た。 

続いて、８番から１１番ですが、申請関係者から千葉県と埋め立ての申請手続きに

関して、協議中の内容があることから、継続審議の申し出を受けたため、こちらも全

会をもって『継続審議』という結論に達しました。 

報告は以上です。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○水代会長 ありがとうございました。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

◆第6番(金子孝博委員)  １番から7番の西深井の案件ですが、３年間の農地造成

後に事業者が買取る予定との事ですが、その買取り価格については農業委員会の

方にあがっていますか。 

◎事務局(染谷次長) 当議案は、農地法第5条農地造成の許可申請ですので、農地

法第３条の申請はまだ提出されてはおりません。 

従いまして、売買価格等は把握しておりません。 

○水代会長 他に御質問ございますか。 

◆第10番(岡田職務代理者) 同じく西深井の案件ですが、先ほど資金関係の書類が

未整理ということで、継続との報告ですが、その具体的な内容はどういうものですか。 

◎事務局(染谷次長) 埋立ての経費に約1,500万円要するとの事です。 

権利者の提出した残高証明額が1,540万円で、この経費は金額的には足りてい
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ました。 

   その後、野田市南部土地改良区からの意見書で、改良区脱退時の協力金が200

万円必要となり、その経費について質問をしたところ、明確な回答を確認できなかっ

たところです。 

   次回、その経費について回答をもらって、資力と信用性の点を確認できれば、許

可できるものと考えられます。 

○水代会長 前ケ崎の案件も継続ですが、こちらはどういう進捗状況ですか。 

〇山﨑委員長 先ほどの説明のとおり、千葉県との埋立て協議途中のため、事業者側

から継続審議と申出がありました。 

○水代会長 ほかに御質問ございませんか。 

（なしの声あり） 

○水代会長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

本案については、継続審議とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第４６号については、継続審議とすることに決定いたしました。 

 

○水代会長 次に、議案第４７号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といた

します。 

議案の説明を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の６ページをお開きください。 

議案第４７号 

農用地利用集積計画の決定について 

次のとおり、農用地利用集積計画案について審議を求める。 

令和６年９月９日提出 

今月の申請は新規が１件です。 

議案の１番の権利者は、流山市名都借にお住まいの方で、職業は農業です。 

対象となる農地は、名都借の現況 畑２筆 合計面積１，６２１平方メートルです。 

利用権の設定期間は、新規により６年間で権利の種類は賃貸借です。 

本件の議案案内図につきましては、１１ページにございますので併せて御参照くだ

さい。 

御説明は、以上です。 

よろしくお願い申し上げます。 

○水代会長 本案について、担当委員会から審議結果について報告を求めます。 

山﨑委員長。 

〇山﨑委員長 議案第４７号「農用地利用集積計画の決定について」御報告いたしま

す。 
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今月の案件は、新規が１件です。 

本件については、新たに６年間の利用権を設定しようとするものです。 

権利者の職業は、農業で年齢は５２歳です。 

農業従事者は３名で、農業従事日数は３００日です。 

次に、申請地につきましては、写真のとおり作付け済みの状態でした。 

以上のことをもとに審議しましたところ、計画要請の内容は、労働力の確保および

農地の効率的利用の確保が図れることや、従事日数などの各要件をいずれも満た

しております。 

よって、本案につきましては、全会一致をもって承認相当という結論に達しました。 

報告は以上です。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○水代会長 ありがとうございました。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○水代会長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

本案について、承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第４７号については、承認することに決定いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○水代会長 次に、議案第４８号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明

願について」を議題とします。 

議案の説明を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の８ページをお開きください。 

議案第４８号  

農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について 

次のとおり、現況証明願いがあったので審議を求める。 

令和６年９月９日提出 

今月の申請は１件です。 

申請者は、流山市西深井にお住まいの方です。 

申請地は、西深井の登記地目 畑１筆 面積５６平方メートルで、変更後の地目に

つきましては、宅地です。 

本件は、現況が宅地として２０年以上経過していることから、登記簿上の地目を現

況の地目に合わせるため願出があったものです。 

議案案内図は、１３ページと１４ページにございますので、併せて御参照ください。 
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御説明は、以上です。 

よろしくお願い申し上げます。 

○水代会長 本案について、担当委員会から審議結果について報告を求めます。 

山﨑委員長。 

〇山﨑委員長 議案第４８号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願に

ついて」御報告いたします。 

今月の案件は、１件です。 

本案についても、審議に先立ち現地調査を行っております。 

申請地につきまして、前方の地図で御説明いたします。 

申請地は、東武線運河駅の西約５００メートルに位置している土地です。 

平成１１年に相続により申請者が取得した土地で、昭和６１年頃から、配置図のよ

うに、宅地の一部として使用しているとのことでした。 

今回の願出書の提出に当たっては、現在表示しております平成元年に撮影された

航空写真が添付されておりました。 

次に、申請目的につきましては、登記簿上の地目は畑となっておりますが、現況と

異なることから、地目を一致させるため、願出があったものです。 

現況は写真のとおり宅地の一部となっていることを確認いたしました。 

以上のことをもとに審議したところ、本件土地については、今から２０年以上は宅

地として利用されていることが確認できるため、本案については、全会一致をもって

証明相当という結論に達しました。 

報告は以上です。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○水代会長 ありがとうございました。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○水代会長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

本案について、証明することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第４８号については、証明することに決定いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○水代会長 次に、報告第２１号「生産緑地買取り申出による農業従事者への斡旋に

ついて」報告を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の９ページを御覧ください。 

報告第２１号 
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生産緑地買取り申出による農業従事者への斡旋について 

生産緑地法第１３条の規定による農業従事者への斡旋依頼が次のとおりあったの

で報告する。 

令和６年９月９日報告 

今月の生産緑地の斡旋依頼は２件です。 

１番は、令和６年７月総会で「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願」で承認をいただきました方の農地です。 

２番につきましては、生産緑地の指定から３０年を経過したことにより、買取り申出

があったものです。 

議案案内図につきましては、１５ページにございますので、併せて御参照ください。 

今後、買取り申出から３か月が経過する日までに、買取りの申し出がなかった場

合には、生産緑地地区の行為の制限が解除されることになります。 

今月の生産緑地の買取り申出についての御報告は、以上です。 

よろしくお願いいたします。 

○水代会長 ただいま報告がありましたが、質問、意見がございましたら承ります。 

（なしの声あり） 

○水代会長 特にないようですので、次に進みます。 

 

○水代会長 次に、報告第２２号「合意解約の通知について」報告を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の１０ページをお開きください。 

報告第２２号 

合意解約の通知について 

農地法第１８条第６項の規定により、次のとおり通知があったので報告する。 

令和６年９月９日報告 

合意解約が行われました農地は、平方、中野久木にあります田合計１０筆 合計面

積８，０３６平方メートルです。 

合意解約通知の受付日は、令和６年８月１日です。 

議案案内図につきましては、１６ページにございますので、併せて御参照ください。 

今月の合意解約の報告は以上です。 

よろしくお願いいたします。 

○水代会長 ただいま報告がありましたが、質問、意見がございましたら承ります。 

（なしの声あり） 

○水代会長 特にないようですので、次に進みます。 

 

○水代会長 最後に、報告第２３号「専決処理の報告について」報告を求めます。 

染谷次長。 

◎染谷次長 議案書の１１ページを御覧ください。 
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報告第２３号 

専決処理の報告について 

流山市農業委員会事務局規程第７条第１項の規定により、次のとおり専決処理し

たので、同条第２項の規定により報告する。 

令和６年９月９日報告 

始めに、１の農地法第４条第１項第７号の規定による届出について報告いたします。 

今月の農地法第４条の届出の報告は、２件 ２筆 合計面積９３１平方メートルです。 

次に、２の農地法第５条第１項第６号の規定による届出です。 

今月の農地法第５条の届出の報告は、１８件 ８３筆 合計面積４６，５５０.６７平方

メートルです。 

いずれも、添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により書類を

受理いたしました。 

続きまして、議案書の１２ページを御覧ください。 

今月報告の農地法第４条・第５条届出の集計表を記載しております。 

第４条につきましては、住宅用地が２件です。 

第５条につきましては、マンションの区分所有を除く住宅用地が１４件、マンション

の区分所有が３件、道水道用地が１件の計１８件の届出がありました。 

今月の専決処理の報告は、以上です。 

よろしくお願いいたします。 

○水代会長 ただいま報告がありましたが、質問、意見がございましたら承ります。 

（なしの声あり） 

○水代会長 特にないようですので、次に進みます。  

以上をもちまして、本日の定例総会に付議されました案件は、すべて議了いたし

ました。 

これをもって、令和６年第９回流山市農業委員会総会を終了いたします。 

慎重審議をいただきありがとうございました。 

 

△閉会 午後４時２９分 

この議事録は、真正であることを認めて署名する。 

令和６年９月９日 

 

流山市農業委員会長                        

 

流山市農業委員会委員          

 

流山市農業委員会委員                       

 


